
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シリンダブロックに形成された複数のボアに、それぞれピストンが往復動可能に嵌挿され
、該シリンダブロックにはハウジングが結合されて、吸入室、吐出室及びクランク室が形
成され、駆動軸に装着されたカムプレ－トが該クランク室内で上記ピストンと連係するこ
とにより、吸入室からボア内へ吸入した冷媒ガスを圧縮して吐出室へ吐出するように構成
した圧縮機において、上記吐出室に連なって高圧領域に内装された油分離機構と、封入油
のほぼ全量を機内循環させうるに足る容積をもつ油溜室と、該油溜室の貯溜油を上記クラ
ンク室へ還給する給油路と、該給油路中に介装された弁手段とを備え、該弁手段は、大径
側に圧縮室圧力、小径側には対抗する吸入圧力が導入される段付孔状の弁室と、該段付孔
に対応する段差状をなして該弁室に嵌挿され、かつ大小径部の各シールによって仕切られ
た中間部の嵌合遊隙が油路を形成するスプールとを有し、該弁室の大径側には常に上記油
路に連なる上流側の給油路が、同小径側には選択的に該油路に連なる下流側の給油路がそ
れぞれ接続され、該下流側の給油路には絞りが配設されるとともに、該スプールが各受圧
面に作用する変動圧力により上記大径側へ偏在したとき、該下流側の給油路と上記油路と
の連通が断たれるように構成されていることを特徴とする圧縮機。
【請求項２】
上記弁室の大径側に作用する圧縮室圧力の導圧路に絞り機能が付与されていることを特徴
とする請求項１記載の圧縮機。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高圧冷媒ガスの油分離機構を内蔵した圧縮機、具体的には斜板などのカムプレ
－トを備えた圧縮機の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
主として車両空調用に供されるこれらの圧縮機では、機内摺動部の潤滑に供される潤滑油
が冷媒ガス中にミスト状に混在されている。したがって、圧縮機から吐出される冷媒ガス
と共に混在油成分がそのまま冷凍回路に吐出循環されると、この油成分が蒸発器の内壁等
に付着して熱交換効率を低下させる。
【０００３】
このため、従来では、圧縮機から凝縮器に至る高圧管路中に油分離器を別設して、分離さ
れた潤滑油を還油配管を介して圧縮機内へ戻すように構成したものが実用されているが、
機器、配管の増設に伴う総合的な冷凍回路構成の幅輳化に加えて、小径、かつ長尺状に形
成された還油配管に目詰りなどの事故も生じ易いので、圧縮機に直接油分離機構を内蔵さ
せた構成のものも提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
さて、既に知られる油分離機構内蔵型の圧縮機では、機内の高圧領域で分離された分離油
を回収する油溜室と、該油溜室内の貯溜油を還給する低圧領域（例えばクランク室）とが
還油通路により連通され、該還油通路には状況に応じて還油量を制御する弁手段が設けら
れている。
【０００５】
例えば特開平９ー３２４７５８号公報に開示の弁手段は、圧縮機の運転中は還油通路を閉
鎖し、運転停止に連動して同通路を開放するものであり、また、特開平６ー２４９１４６
号公報に開示のような可変容量圧縮機に適用される弁手段では、油分離室内の圧力が高い
（大容量運転）状態では還油通路の開度を縮小し、同圧力が低い（小容量運転）状態では
同通路の開度を拡大するように制御している。
【０００６】
すなわち、かかる制御は、いずれも潤滑油の冷凍回路への流出を完全に封ずるものではな
く、機内潤滑の主体をあくまでも帰還冷媒ガス中の混在油成分に依存するものである。そ
のため、再起動時の潤滑油不足に備えて少なくとも運転が停止されたときには、低圧領域
への還油量を増大させるといった構成を採用している。
【０００７】
しかしながら、量の多寡にかかわらず潤滑油の回路流出を容認するといった思想は、オイ
ルレートに基づく熱交換効率の向上を依然として阻むものであり、一方、大量の残存油は
起動時に突沸してオイル圧縮を生起し、果ては起動ショックや異音を誘発する原因ともな
りかねない。
本発明は、圧縮機内の潤滑の確保、冷凍回路における熱交換効率の向上に加えて、オイル
圧縮などの完全防止を図ることを解決すべき技術課題としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する請求項１記載の発明に係る圧縮機は、シリンダブロックに形成された
複数のボアに、それぞれピストンが往復動可能に嵌挿され、該シリンダブロックにはハウ
ジングが結合されて、吸入室、吐出室及びクランク室が形成され、駆動軸に装着されたカ
ムプレ－トが該クランク室内で上記ピストンと連係することにより、吸入室からボア内へ
吸入した冷媒ガスを圧縮して吐出室へ吐出するように構成した圧縮機において、上記吐出
室に連なって高圧領域に内装された油分離機構と、封入油のほぼ全量を機内循環させうる
に足る容積をもつ油溜室と、該油溜室の貯溜油を上記クランク室へ還給する給油路と、該
給油路中に介装された弁手段とを備え、該弁手段は、大径側に圧縮室圧力、小径側には対
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抗する吸入圧力が導入される段付孔状の弁室と、該段付孔に対応する段差状をなして該弁
室に嵌挿され、かつ大小径部の各シールによって仕切られた中間部の嵌合遊隙が油路を形
成するスプールとを有し、該弁室の大径側には常に上記油路に連なる上流側の給油路が、
同小径側には選択的に該油路に連なる下流側の給油路がそれぞれ接続され、該下流側の給
油路には絞りが配設されるとともに、該スプールが各受圧面に作用する変動圧力により上
記大径側へ偏在したとき、該下流側の給油路と上記油路との連通が断たれるように構成さ
れていることを特徴としている。
【０００９】
すなわち、機内に形成された油溜室は、封入油のほぼ全量を機内循環させうるに足る容積
を有して、可及的に分離油の回路への流出が抑制されており、かかるオイルレートの低減
によって蒸発器等の熱交換効率は著しく改善される。したがって、運転中における要部の
潤滑は、専ら低圧系及び油分離機構を経由する貯溜油の機内循環で賄われ、圧縮機の停止
時にはこの循環給油も自動的に停止される。このため、低圧系（クランク室内）の残存油
の増加がなく、起動時のオイル圧縮が確実に防止される一方、起動初期における要部の潤
滑に関しては、貯溜油の機内循環が直ちに再開されることで、十分に確保される。
【００１０】
しかも上記弁手段は、スプールの大径部端には圧縮室圧力、小径部端には対抗する吸入圧
力を作用させ、さらに該スプールの段差面には貯溜油を介して吐出圧力を作用させること
によって純粋に流体圧力のみで作動する差圧弁に構成されており、ばね等を使用した場合
のような性能上のばらつきがなく、構成的にもきわめて簡潔化される。なお、請求項２記
載の発明のように、弁室の大径側に導入される圧縮室圧力の導圧路に絞り機能を付与すれ
ば、スプールに作用する圧力を変動の小さい圧縮室のほぼ平均的な圧力とすることができ
る。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図に基づいて本発明の実施形態を具体的に説明する。
図１は、片側５気筒の両頭斜板式圧縮機を示すもので、前後に対設されたシリンダブロッ
ク１、２の両端部は前後の弁板３、４を介してフロント及びリヤのハウジング５、６によ
り閉塞され、これらは図示しないボルト挿通孔に挿通された複数本の通しボルトによって
結合されている。シリンダブロック１、２の結合部分には斜板室（クランク室）８が形成
され、そこには両シリンダブロック１、２の中心軸孔１ａ、２ａを貫通する駆動軸９に固
定された斜板１０が収容されている。上記シリンダブロック１、２には、５対のボア１１
が、駆動軸９と平行に、かつ駆動軸９を中心とする放射位置に形成され、該ボア１１には
両頭形のピストン１２が嵌挿されて、各ピストン１２は半球状のシュー１３を介して斜板
１０に係留されている。
【００１２】
上記両ハウジング５、６にはそれぞれ外方域に吸入室１４、１５が形成され、内方域に吐
出室１６、１７が形成されている。また、前後の弁板３、４にはそれぞれ吸入室１４、１
５から各ボア１１内に低圧の冷媒ガスを吸入するための吸入孔１８、１９と、各ボア１１
から吐出室１６、１７内に圧縮された高圧の冷媒ガスを吐出するための吐出孔２０、２１
とが形成されている。さらに、弁板３、４のシリンダブロック１、２側には吸入弁（図示
せず）が設けられ、弁板３、４のハウジング５、６側にはリテーナ２２、２３とともに吐
出弁（図示せず）が設けられている。
【００１３】
図１に示すように、両ハウジング５、６に形成された吐出室１６、１７の外方に向う局部
的な延出部は、両シリンダブロック１、２を貫通する吐出通路３０ａ、３０ｂによって接
続され、更にリヤハウジング６内を延びる吐出通路３０ｃは、以下に述べる油分離機構を
経由して図示しない吐出ポートと連通されている。油分離室４１はリヤハウジング６内に
有底円孔状に形成され、該吐出通路３０ｃと連通される一方、該油分離室４１内には止め
輪４２により分離筒４３が装着されている。そして油分離室４１の下方には、あらかじめ
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機内に封入される潤滑油のほぼ全量を機内循環させうるに足る容積の油溜室４４が形成さ
れ、油孔４５を介して該油分離室４１と連通されている。
【００１４】
５０は、図２及び図３に拡大図として示す差圧弁（弁手段）であって、該差圧弁５０は、
有底段付孔状の弁室５１を有し、その大径側（図示下端側）５１ａの開口端は、止め輪５
２により装着された蓋板５３によつて閉塞されている。そして該弁室５１の大径側５１ａ
は絞りとして機能する狭隘な導圧路５４によって一つの圧縮室（ボア）１１に連通され、
同小径側（図示上端側）は感圧路５５を介して吸入室１５に連通されている。弁室５１内
には、その段付孔に対応する段差状に形成されたスプール５６が嵌挿され、該スプール５
６の大径部５６ａ、小径部５６ｂの各外周面にはシール（例えばＯリング）５７ａ、５７
ｂが嵌着されている。そして該シール５７ａ、５７ｂによって仕切られた中間部の嵌合遊
隙が油路Ｃとして形成されている。
【００１５】
リヤハウジング６にはシリンダブロック２の中心軸孔２ａを経由して斜板室８に連なる座
繰孔６０が穿設されており、上記油溜室４４と該座繰孔６０とは、差圧弁５０を挟んで給
油路６１ａ、６１ｂにより連通されている。具体的には油溜室４４から延びて弁室５１に
至る上流側の給油路６１ａの接続ポートは、常に弁室５１の大径側５１ａにおいて油路Ｃ
と連通すべく開口されており、一方、弁室５１から延びて座繰孔６０に至る下流側の給油
路６１ｂの接続ポートは、弁室５１の小径側５１ｂにおいて選択的に油路Ｃと連通すべく
開口されている。すなわち、圧縮機の運転中及び停止直後におけるスプール５６の段差面
（受圧面）５６ｃには、油路Ｃ及び給油路６１ａ、つまり貯溜油を介して背後の吐出圧力
が作用するようになされており、この段差面５６ｃに作用する吐出圧力は、給油路６１ｂ
に配設された絞り６２によつて保持されている。したがって、スプール５６が各受圧面に
対抗的に作用する変動圧力により、大径側５１ａへ偏在したときのみ、油路Ｃと給油路６
１ｂとの連通が断たれるように構成されている（図３）。
【００１６】
本実施形態は上述のように構成されており、圧縮機が起動されて駆動軸９が回転されると
、斜板１０に係留されたピストン１２がボア１１内で往復動され、それによって冷媒ガス
の吸入、圧縮及び吐出が行われる。圧縮された高圧の冷媒ガスは、吐出室１６、１７から
吐出通路３０ａ～３０ｃを介して油分離室４１に導入される。すなわち、吐出通路３０ｃ
から油分離室４１内へ進入した冷媒ガスは、円孔状の内壁に沿った旋回流を生じながら分
離筒４３の開口から筒内へと案内され、図示しない吐出ポートを経て外部冷凍回路へと送
給される。この間、旋回流に基づく遠心力により冷媒ガス中の混在油成分は有効に分離さ
れ、回路へ流出する油成分比率（オイルレート）は実質的に無害な程度にまで低減される
。なお、このような油分離の過程を経ることによって冷媒ガスの脈動は物理的に鎮静化さ
れるので、きわめて安定した状態で冷凍回路へと送給される。
【００１７】
このように圧縮機の運転が継続されている状態では、導圧路５４を介して弁室５１の大径
側５１ａに導入される圧縮室圧力Ｐｃは至って高く、感圧路５５から弁室５１の小径側５
１ｂに導入される吸入圧力Ｐｓと段差面５６ｃに作用する吐出圧力Ｐｄとの合力に打勝っ
て、スプール５６は小径側５１ｂへ偏在されている。したがって、両給油路６１ａ、６１
ｂは油路Ｃを介して導通され、油溜室４４内の貯溜油は該給油路６１ａ、６１ｂを経由し
て座繰孔６０に導かれたのち、中心軸孔２ａを潜通して斜板室８へと還給される。この場
合、段差面５６ｃに作用する吐出圧力Ｐｄは、給油路６１ｂに配設された絞り６２によつ
て保持され、同時に還油流量も適量に制限されている。すなわち、圧縮機の運転中は、油
溜室４４内から斜板室８及び油分離室４１を巡って所要の潤滑油が機内循環されるので、
各摺動部の潤滑は良好に確保される。なお、図２におけるスプール５６の大径部５６ａ、
小径部５６ｂ、段差面５６ｃの各受圧面積をＡｃ、Ａｓ、Ａｄとし、シール５７の静止摩
擦力をｆとしたとき、Ｐｃ・Ａｃ＞Ｐｓ・Ａｓ＋Ｐｄ・Ａｄ＋ｆの関係式を満足するよう
に各要素の値が設定されている。
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【００１８】
そして圧縮機の運転が停止されると、圧縮室圧力Ｐｃはほどなく吸入圧力Ｐｓと同程度ま
で低下するため、段差面５６ｃに作用する吐出圧力Ｐｄが対抗圧力に打勝って、スプール
５６を弁室５１の大径側５１ａへと偏在させ、遂には下流側給油路６１ｂの接続ポートと
油路Ｃとの連通が遮断される。このように圧縮機の停止時には、潤滑油の機内循環、つま
り斜板室８への還油も自動的に停止されるので、斜板室８には過剰な残留油が存在せず、
再起動時のオイル圧縮は確実に防止される。一方、起動初期における要部の潤滑に関して
は、直ちに再開される貯溜油の機内循環によって十分対応することができる。なお、停止
直後は、Ｐｃ・Ａｃ＜Ｐｓ・Ａｓ＋Ｐｄ・Ａｄ－ｆの関係式を満足するように各要素の値
が設定されている。その後、機内各部の圧力が平衡した状態となっても、シール５７ａ、
５７ｂの静止摩擦力ｆによって、図３のように差圧弁５０の閉止状態は保持される。
【００１９】
以上、本発明を両頭斜板式圧縮機に具体化した実施形態について説明したが、本発明は、
斜板等のカムプレ－トを用いた固定容量型、可変容量型のいかなる圧縮機にも適用可能で
ある。また、上述の実施形態における油分離室４１、油溜室４４、差圧弁５０などの主要
素は、必ずしもリヤハウジング６に内蔵された構成に限るものでなく、圧縮機の設計構造
に適合させて、これをシリンダブロックの上部に内装することも可能であり、この場合は
、差圧弁に接続される下流側の給油路を直接クランク室と連通させる方が簡便である。
【００２０】
【発明の効果】
以上、詳述したように本発明によれば、封入油のほぼ全量を機内循環させうるに足る容積
の油溜室を有して、分離油の回路への流出が可及的に抑制されており、かかるオイルレー
トの極端な低減によって蒸発器等の熱交換効率は著しく改善される。しかも運転中、とり
わけ起動初期における要部の潤滑が、貯溜油の機内循環で機敏に保証されるので、起動に
備えたクランク室の蓄油の必要も解消され、オイル圧縮などの不具合を未然に防止するこ
とができる。しかも弁手段には、純粋に流体圧力のみで作動する差圧弁を採用しているの
で、ばね等を使用した場合のような性能上のばらつきがなく、構造的にもきわめて簡素化
される。
【００２１】
また、請求項２記載の発明のように、弁室の大径側に導入される圧縮室圧力の導圧路に絞
り機能を付与すれば、スプールに作用する圧力を変動の小さい圧縮室のほぼ平均的な圧力
とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る圧縮機の断面図。
【図２】差圧弁の開放状態を示す拡大断面図。
【図３】差圧弁の閉止状態を示す拡大断面図。
【符号の説明】
６はリヤハウジング、８は斜板室（クランク室）、１０は斜板、１１はボア（圧縮室）、
１２はピストン、１４、１５は吸入室、１６、１７は吐出室、３０ａ～３０ｃは吐出通路
、４１は油分離室、４４は油溜室、５０は差圧弁（弁手段）、５１は弁室、５４は導圧路
、５５は感圧路、５６はスプール、５７ａ、５７ｂはシール、６１ａ、６１ｂは給油路、
６２は絞り、Ｃは油路、
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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